
変 更 条 文 

新 条 文 旧 条 文 

 

（総会招集の手続） 

第○条 総会の招集は、会日の 10 日前までに到達するように、会議の目的たる事

項及びその内容並びに日時及び場所（当該総会の場所を定める場合に限り、当該

場所に存しない組合員が当該総会に出席する方法を含む。）又は開催の方法（当

該総会の場所を定めない場合に限り、組合員が当該総会に出席するために必要な

事項を含む。）を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総

会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供する

ものとする。 

２ 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者

の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所）に

宛てて行う。 

３ 第１項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであっ

たときに到達したものとみなす。 

４ 本組合は、希望する組合員に対しては、第１項の規定による総会招集通知並び

に決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことが

できる。 

５ 前項の通知については、第２項及び第３項の規定を準用する。この場合におい

て、第２項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メール

による発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所（電子メールアドレスを含

む。）」と読み替えるものとする。 

６ 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める（以下同じ。）。 

７ 第１項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の

手続を経ることなく総会を開催することができる。 

 

 

（総会招集の手続） 

第○条 総会の招集は、会日の 10 日前までに到達するように、会議の目的たる事項

及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものと

する。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告

を併せて提供するものとする。 

 

 

 

２ 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者

の住所（その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所）に宛

てて行う。 

３ 第１項の規定による書面をもってする総会招集通知は、通常到達すべきであっ

たときに到達したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

４ 第 1 項の規定にかかわらず、本組合は、組合員全員の同意があるときは招集の

手続を経ることなく総会を開催することができる。 

 

 

 



 

（総会の議事録） 

第○条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。 

２ 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする｡ 

 （１）招集年月日 

 （２）開催日時及び場所（総会の場所を定めた場合に限る。）又は開催の方法（総

会の場所を定めなかった場合に限る。） 

 （３）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法 

 （４）組合員数及び出席者数並びにその出席方法 

 （５）出席理事の氏名 

 （６）出席監事の氏名 

 （７）議長の氏名 

 （８）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

 （９）議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及

び賛否の議決権数） 

 （10）監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、

又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要 

  （11）監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の

内容の概要 

 

 

（総会の議事録） 

第○条 総会の議事録は、書面をもって作成するものとする。 

２ 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）招集年月日  

（２）開催日時及び場所 

 

（３）理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法  

（４）組合員数及び出席者数並びにその出席方法  

（５）出席理事の氏名  

（６）出席監事の氏名  

（７）議長の氏名   

（８）議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名   

（９）議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛

否の議決権数）   

（10）監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、又

は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要  

（11）監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内

容の概要 

 

 


